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「標津サーモン科学館」
　道内でも有数のサケの水揚げを誇る標津町。標津サーモン科学館はサケ科魚類展示種類数
日本一のサケの水族館です。サケと標津をコンセプトとして、生体を展示する水族館機能を
中心に、サケに関する話題を幅広く紹介しています。特に秋には、標津川から水路でつなが
る魚道水槽で、遡上するサケたちの様子を展示。また、川の広場にはイトウやチョウザメのコー
ナーもあり、おそらく世界で当館だけである「チョウザメ指パク体験」は人気を集めています。
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所在地	 〒 086-1631
　　　　　標津郡標津町北 1条西 6丁目 1番 1-1 号

TEL	 0153-82-1141

FAX	 0153-82-1112

開館時間	 	午前 9時 30分〜午後 5時
（入館受付は午後 4時 30分まで）

休館日	 	2 〜 4、11 月は毎週水曜日
（祝日の場合は翌平日）	
12 〜 1月は閉館	
※ 5〜 10月は無休

入館料	 	一　　般　　610円（480円）
シ
（70歳以上）

ルバー　　500円（400円）

高 校 生　　400円（320円）	
小中学生　　200円（160円）	
※カッコ内は、20名以上の団体料金	
※障害者手帳等のご提示で団体料金が適応されます
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中央会本・支部　通常総会日程のお知らせ中央会本・支部　通常総会日程のお知らせ平成29年度

開催日時 開催場所
胆 振 支 部 5月17日（水）　17：00より 中嶋神社　蓬崍殿
後 志 支 部 5月18日（木）　17：00より ニュー三幸小樽本店
上 川 支 部 5月19日（金）　17：30より 旭川グランドホテル
道 南 支 部 5月22日（月）　17：00より ホテル函館ロイヤル
十 勝 支 部 5月22日（月）　17：30より ホテル日航ノースランド帯広
釧 根 支 部 5月29日（月）　17：00より 釧路市アクア・ベール
宗 谷 支 部 5月30日（火）　13：30より 稚内サンホテル
空 知 支 部 5月30日（火）　16：00より ホテルサンプラザ
網 走 支 部 5月30日（火）　16：30より ホテル黒部
本 　 　 部 6月  8日（木）　15：00より ホテル札幌ガーデンパレス

◎ 網かけが今回の異動者
（　）内は前職

道南支部事務所　　　　
所長　金　沢　良　光

※嘱託
若　狹　翔　太

上川・宗谷支部事務所　
所長　今　井　昭　司

毛　利　亮　太
（総務部）

大　瀧　のどか
十勝支部事務所　　　　
所長　田　口　敬　一

鎌　田　信　一
釧根支部事務所　　　　
所長　越　川　大　輔

大　西　卓　人
網走支部事務所　　　　
所長　津　川　了　也

（連携支援部）
増　田　賢　二

胆振支部事務所　　　　
　所長　中　條　嘉　秀

千　葉　大　樹

特別事業推進室
（ものづくり地域事務局）

平　松　恭　太
（上川支部事務所）
鈴　木　茜　音

企画情報部長
　玉　田　　　彰

企画情報部課長
　西　村　茂　樹

企画情報部（4）

尾　崎　郁　美
星　　　裕　文
（企画情報部）
竹　内　清大郎

総務部長
　柄　目　　　誠
（総務部　副部長）

総務部課長
　谷　本　秀　彦

総務部（5）

田　中　英　明
※嘱託

堀　井　宏　行

松　野　宏　志

商店街担当（3）

空 知 支 部
後 志 支 部

支　部（13）

副会長　7人会 長 尾　池　一　仁

事務局長 坂　本　雄　司
（事務局長 兼 総務部長）

連携支援部長
　馬　込　　　毅

連携支援部（13）

連携支援部課長
　牧　村　大　造
（網走支部事務所 所長）

専務理事
兼 連携事業推進局長 福　迫　　　均

事務局次長
兼 特別事業推進室長 山　科　良　明 土井千鶴子総務部退職 3月 31 日付

常勤役職員数　
専務理事　　
職　　員　　　

41 人
1 人
40 人

桔梗原　直　仁
北　村　耕　司
伊　藤　大　介
小　枝　歩　美
廣　木　ま　み
土　井　千鶴子※嘱託
（総務部）

戸　沼　裕　子
佐々木　祐　介
大　西　雅　哉
尾　﨑　隆　通
坂　本　賢　一※嘱託

平成29年度中央会本・支部の通常総会の日程が下記のとおり決まりましたので、お知らせいたします。

職 員 異 動 の お 知 ら せ

平成29年4月1日付人事
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平成29年2月
全国中小企業団体中央会

平成29年2月
全国中小企業団体中央会

中小企業組合に関する税制中小企業組合に関する税制

〈貸倒引当金処理〉

〈27年度 B/S〉

中小企業組合に対する貸倒引当金の特例措置の概要

組合を応援する様々な優遇税制が用意されています！

組合活用事例

繰入限度額 = ★
期末一般売掛債権等の帳簿価格

× ×
110

（法定繰入率）
－実質的に債権と認められないものの額 100

1．中小企業等の貸倒引当金の特例

貸倒引当金の繰入
れを十分に行うこと
によって、組合の債
権者や組合員企業
にまで連鎖的に波及
する可能性のある損
害リスクを軽減する
ことができ、組合の
健全な発展と組合
員及び債権者の企
業経営も継続可能
となる。【効果】

○�平成26年度に貸倒引当金207万円を繰入れ。翌27年度に貸倒損失478万
円発生。
○本特例措置を活用し、引当金不足額を圧縮。
○�毎年度、貸倒れの発生に備え貸倒引当金を計上し、貸倒れが発生した場合
には経営への影響を抑え、安定的経営を実施。

【組合概要】生コンクリート組合
設 立：平成21年
組 合 員：窯業・土石製品製造業者
事業内容：生コンクリートの共同受注（年間売上高12億円）

資産
59,470万円
（内一括売掛金債権

41,189万円）

負債56,998万円
貸倒引当金：450万円

純資産2,472万円
うち出資金　300万円

（割増特例）

法定繰入額

割増特例
100
110

法定繰入額

（法定繰入率）★

実質的に債権と
認められないもの

帳簿価格
（期末一般売掛債権など）

繰入限度額

○平成27年度に取引先の倒産により貸倒損失が発生した。
　貸倒損失額：478万円 （単位：万円）

平成26年度 平成27年度
貸倒損失 0 貸倒損失 478
貸倒引当金戻入額 430 貸倒引当金戻入額 207

貸倒損失を271に圧縮
貸倒引当金繰入額 207 貸倒引当金繰入額 450
（当期純利益 1,281）（当期純利益 471）

効
果
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2．事業協同組合等が取得した共同利用機械等に係る固定資産税の特例

3．その他【参考】

組合活用事例

〔法人税〕
　①�税率の軽減、②加入金の益金不算入、③事業利用分量配当の損金算入、④賦課金の仮受金経理、⑤火災等共済組
合、出資生活衛生同業組合及びこれらの連合会の異常危険準備金の損金算入、⑥生命傷害共済事業に係る責任
準備金及び支払準備金の損金算入、⑦中間申告書の提出不要

〔登録免許税〕
　組合の設立、代表理事の変更その他中協法など当該組合の根拠法に基づく登記：非課税
〔印紙税〕
　①�出資証券：非課税、②定款：非課税、③受取書：組合が組合員に発行するもの及び組合員が組合に発行する受取

書並びに営業に関しない受取書：非課税　等
〔事業税〕
　特別法人として軽減税率が適用
〔固定資産税〕
　事務所及び倉庫（敷地を除く。）：非課税（信用協同組合・同連合会を除く。）
※非出資組合、企業組合及び協業組合の税制は異なる場合があります。

①	和紙製造業者で構成する組合が共同排水処理施設の設置にあたり、処理装置導入に高度化融資を活用。
　事業費額　77,492千円　　貸付額　31,211千円（機構分のみ）
　固定資産税減収額　平成17年～平成19年の減収額計　715千円

②	産業廃棄物処理及び廃材リサイクル事業者で構成される組合が、廃材の破砕処理に用いるがれき類
破砕装置等の導入。
　高度化融資を活用。
　事業費額　346,028千円（但し、建物建設費を含む）※機械装置部分は約243,600千円
　貸付額　　170,100千円（機構分のみ）
　�固定資産税減収額　平成20年～平成22年の減収額計　2,115千円　　平成25年～平成26年の減収額計　150千円
③	一般廃棄物処理事業者が、廃棄物（生ごみ）リサイクル事業の新設に際し、リサイクル施設の建設及
び生ごみの粉砕・撹拌装置の導入に高度化融資を活用
　事業費額　77,469千円（但し、建物建築費を含む）※機械装置部分は約10,000千円
　貸付額　　24,528千円（機構分のみ）
　固定資産税減収額　平成23年の減収額計　74千円

【概要】
　事業協同組合等が高度化資金の貸付けを受けて取得した共同利用のための一定の機械装置につ
いては、取得後、3年間課税標準税額が1/2（1台又は1基の取得価額が330万円以上のものを合計500
万円以上取得した場合）。
〈税額の計算式〉　（価格×1/2）×税率1.4％（3年間）

事業協同組合等
（事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、出資商工組合、出資商工組合連合会、商店街振興
組合、商店街振興組合連合会、出資生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び出資生活衛生同業組合連合会）

全国中小企業団体中央会　　電話03-3523-4902

上記中小企業
関係税制が
一目でわかる！！

平成29年度税制改正大綱も収録！！
「中小企業組合関係税制のあらまし」	（平成29年2月発行）　全国中小企業団体中央会　編集・発行

3



はじめに
　第14回目は、協同組合釧路エンジニアリングセンターの組合員である菱エステイ島本鉄工株式会社（平成24年度
ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金／平
成25年度中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革
新事業）の取組について紹介します。

会社の概要
　同社は、昭和8年に船舶の焼玉エンジンの修理工場として島
本留吉氏が創業して以来、現在も船舶修理のほか、土木機械、畜
産用機械器具など一般産業機械のメンテナンスやこれまで培っ
た技術を活かし、新たな製品開発などに取り組んでいます。

ものづくり補助金活用の経緯part1　～新たな牛の手術台開発へ～
　同社では、創業当時から続く船舶修理を主要事業としながらも、時代の変化に対応して、様々な機械のメンテナン
スを行ってきました。その一つとして、牛が病気などになったときに獣医が手術を行うための手術台のメンテナンスが
あり、生産者や医療機関などから手術台の使い勝手に関する相談が多く寄せられたため、新たな手術台の製作を計画
していたところ、ものづくり補助金の存在を知り、応募し採択を受けました。（平成24年度「ものづくり中小企業・小規
模事業者試作開発等支援補助金」）

牛を迎えにいく手術台！？
　病気になった牛が手術を受ける際、手術台に行くことを嫌がるため、無理やり引っ張ったり、刺激を与えて何とか手
術台へと運び手術を行うそうです。しかし、手術後の乳牛は、ストレスによる影響からか搾乳量が減少する傾向にあり、
生産者の収入に影響を与えることとなってしまいます。
　また、手術を行う獣医も、重い牛を手術台まで運ぶために相当な負担がかかるため、女性が増えつつある獣医業界
のためにも改善する必要がありました。
　この問題を解決するため同社が補助金を活用して開発した手術台は、牛を手術台に連れてくるのではなく、手術台
が牛を迎えに行くという斬新なものでした。

改良を続け、普及を目指す
　従来の手術台は固定式となっており、ピット（穴）の中に油圧シリ
ンダーを設置し台を昇降させる仕組みをとっていましたが、開発し
た自走式大動物手術台は、外付けになっていた電気系統を組み込
み、手術台の下に設置したタイヤと油圧シリンダーで、手術台の移
動や昇降ができるようになりました。また、ピットがなくなったこと
でピット掘り下げなどの工事が不要になり設置費を抑えられるほ
か、清掃も容易に行うことができるようになっています。
　岩本総務部長は、「今後は牛の足の固定方法や電気系統の仕組
みを改良し、現在興味を持ってもらっている獣医大学をはじめ、関
係業界に広くPRしていきたい」と話していました。

同社が所属している組合の巨大な工場

自走式大動物手術台

第14回  ものづくり補助金活用事例紹介 
①手術時の大型動物への心的負担を大幅に軽減する自走式大動物手術台の開発
②バイオマス分野対応のための新型長尺旋盤導入による加工速度・加工精度向上の実現
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菱エステイ島本鉄工株式会社
〒085-0027
釧路市仲浜町6番23号
TEL（0154）23-5445
FAX（0154）23-5449
http://kecst946.ec-net.jp/

ものづくり補助金活用の経緯part2　～手仕上げを減らすため　新設備を導入～
　同社では、平成20年よりバイオガスプラント（食品残渣や家畜ふん尿などのバイオマス資源をバイオガスに転換す
るシステム）などの酪農分野にも進出し、主にプラント内にある攪

かく
拌
はん
軸（内部のバイオマス資源を攪拌するためのミキ

サーにおける軸の部分）を製作しています。
　しかし、従来加工のために使用していた長尺旋盤では、100分の1ミリ単位での精度が求められる攪拌軸を、規定値
内で削ることができず、誤差についてはサンドペーパーなどによる手仕上げによって調整する必要がありました。
　そこで、手仕上げ工程を不要にし、全体の加工速度、精度向上を図るために高精度の加工ができる新型長尺旋盤
を導入することを計画し、採択を受けました。（平成25年度中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革
新事業）

予想以上の効果　作業時間が約半分に
　採択後、早速導入した新型長尺旋盤を使って攪拌軸を製作したと
ころ、従来1本の攪拌軸を製作するのに20時間かかっていたとこ
ろ、11時間で作業を完了することができました。
　このことにより、コストを抑えながら、短い納期でも高品質な製品
を提供できるようになり、同社の畜産用機械器具の市場拡大に向け
て大きな武器を得ることができました。
　岩本部長は、「新型長尺旋盤は、当社の基盤でもある船舶分野の
プロペラシャフトにも応用が可能であるため、本設備の導入は非常にありがたかった。これからも大切に使っていきた
いです。」と話していました。

ものづくり補助金を活用して
　ものづくり補助金を活用した感想について岩本部長は、「大動物手術台は、今まで試作も行ったことがない手探り
の状態だったので、費用を補助していただけたのはありがたかった。また、同時に考えていた新型長尺旋盤も補助金
のおかげで、導入することができて感謝しています。全体を通じて、採択に向けて事業計画を作成できたことも大き
かったと思います。」と話していました。

終わりに
　取材の中で感じたのは、同社の技術力に対する自信です。船舶の修理、メンテナンスはスピーディかつ高い精度で行う
ことが求められており、同社は多くの要望に応えてきました。
　実際、同社が様々な素材で試作した展示用のワイングラス（写真下）は、取っ手と飲み口部分をひねると取り外せる仕
組みになっているのに、見た目では繋ぎ目が全く分かりませんでした。岩本総務部長は、「当社の技術力の高さをPRする
ために製作しました。ワイングラスに限らず新たな製品製造やメンテナンス、修理してほしいという要望があれば何でも
対応します。」と話していました。
　創業80年を越える同社の信頼は、この高い技術力とスピード感によって培われたものだと感じました。

同社が製作したワイングラス

導入した新型長尺旋盤
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ちょっと
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業界   　  話こぼれこぼれ

シリーズ

　札幌地方自動車車体整備協同組合は、昭和41年4月に石狩、空知、後志支庁管内で自動車の板金、塗装又は自動
車の板金塗装及び分解整備を行う事業者によって設立されました。
　主な事業は、組合員の事業に必要な用品（車体整備に必要な教本など）の共同購買や、最新の自動車に対する車
体整備技術などを周知するための勉強会を開催しています。

組合の紹介

今回は、札幌地方自動車車体整備協同組合　理事長　平塚睦子氏よりご寄稿いただきました。ありがとうございました。

車体整備の話

　車体整備は、事故などによって車体についた傷やへこみの修復及び車の骨格を修正
する板金作業と、剥がれた塗装などを修復する塗装作業に大別され、一般的には板金
作業と塗装作業で整備士が異なります。理由は、作業の効率化と、一つの分野に特化す
ることで、より高度な修復にも対応できるようにするためです。

車体整備について

　特定車種の板金・塗装が難しいということはありませんが、全体の傾向として最新の車になればなるほど、車体整
備は難しくなってきています。例えば、昔は柔らかく厚い金属製のボディが主流だったた
め、修復は損傷したところだけ行えば良く、施工時に発生してしまう歪みなどは比較的容
易に修正ができました。
　しかし、近年は車体の軽量化が進み、ハイテン鋼と呼ばれる固くて薄い金属が使わ
れるようになり、損傷したところを修復する際には、周りの部分も変形してしまうた
め広範囲にわたって施工する必要があるほか、力加減を誤るとすぐに歪みなどの原因
に繋がってしまいます。

板金、塗装が難しい車種について

　多くの方は、夏場に洗車をする機会が多いのではないでしょうか。しかし、北海道の場合、冬こそ洗車をおすす
めします。理由は、融雪剤などの影響で車体の下回りにサビが発生しやすく、サビによって腐食した車体の修理を
持ち込まれることがあるからです。愛車をきれいに保つためにも、特に下回りの洗車をこまめにしてください！

　お客様の希望によって良い業者の基準は違うと思いますが、共通して
いるのは「5S（整理、整頓、清掃、清潔、しつけ）」がしっかりと行われたう
えで、施工する内容や見積もりについて具体的にわかりやすく説明して
くれる業者は間違いがありません。
　当組合の組合員は、車の修理によって人の命を守ることの自覚と責任
を持ち、お客様に確かな安全、安心をお届けできる業者です。最新車種の
修理も巧みな技術で対応いたしますので、安心して札幌地方自動車車体
整備協同組合（TEL：011-751-7400）までご連絡ください！

板金作業の様子

塗装作業の様子

塗装作業中の車輌

　現在の車は、車体に電子部品が多く組み込まれ、複雑かつ精密にできています。例えば、内蔵されたセンサーで
止まることを補助する自動ブレーキシステムは、車体が歪んでいる場合、センサーが感知せずシステムが作動し
なくなってしまうこともありますので、車体整備事業者はより精緻な高い技術力が求められることとなります。

電子制御も狂わすボディの歪み

第 48回

冬に洗車、していますか？

組合のPR　〜良い業者の見分け方〜
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　最近書店に並ぶ雑誌や書籍に目を向けると、サラ
リーマンの副業というキーワードが目に入ります。こ
の副業は本来の就業先から帰宅後または帰宅途中に
他の事業所で就労するケースもあればネットオーク
ションや株取引などで利益を得る副業もあり、様態は
多種多様です。ところが昨年12月の日経新聞でこの副
業に関する興味深い記事が掲載されました。その記事
を要約しますと、①将来の我が国の労働力不足を補う
ため副業を普及させる、②企業における副業禁止から
解禁への流れを作る、③そのためのルール作り（モデ
ル就業規則の見直し等）や体制を強化する、ことを政
府が進めていくとの内容でした。とはいえ現場での労
務管理上、副業や兼業の問題は多々あり、会社の経営
者が深夜のネオン街に足を運んだところ自社の女性
社員が水商売の店舗で働いていたのを見て驚き、翌
日になってその社員を解雇した、という話も耳にした
ことがあります。そこで今回は、A社の事例を通して副
業・兼業の労務管理上の問題点を考えます。

【A社の事例】
　当社は一般貨物運輸業で従業員数30名ほどの規模
の会社です。ただ荷主が扱っている建築資材の保守
修理業務なども請け負っておりその現場で5名ほどの
従業員が従事しているのですが、その内の一人が就
業時間前に朝刊配達のアルバイトをしているとの噂
があり、本人に確認したところ3ヶ月ほど前から収入を
増やす目的で副業として働いているとのことでした。
会社としては早朝からのアルバイトが本業の仕事に悪
影響を及ぼすのではないか不安があり、何より本人の
体調不良など健康問題が心配です。就業規則には兼
業禁止規定もあることからこの副業をやめさせたい
のですが、もし従わない場合は懲戒処分も可能でしょ
うか。

【対応とポイント】
　一般的に多くの企業では会社の許可なく他社での
就業を禁止する旨の規定を定めており、A社も同様か
と思われます。しかしながら、労働者の副業や兼業（二
重就職）を全面的に禁止することは必ずしも合理性が
あるとはいえないとされています。なぜなら労働契約
において労務の提供が義務付けられている時間帯以
外をどのように利用するかは原則労働者の自由だか
らです。ただこの労働契約は売買契約と異なり、労働
者はその人格と肉体が切り離せない特殊性があるこ
とは事実です。このため本来の契約を遂行できない
（副業が原因の欠勤・遅刻・居眠りなど）ことが予想さ
れ、また副業の内容によっては企業の経営秩序を害
し、対外的信用や体面を傷つけられる恐れもある場
合、これらを抑止する目的である限りにおいて副業や
兼業禁止規定は適法であり、A社が懲戒処分を行うこ
とは可能です。最もこの懲戒権行使は限定的に判断さ
れるので適用は慎重に検討し、会社の本来の業務に与
える影響の有無や程度、継続的な契約関係としての労
働契約における信頼関係を毀損するものか否かをよ
く考える必要はあるでしょう。
　働き方改革が求められる昨今、定期昇給や終身雇
用といった従来の雇用制度が変化する中、一社のみに
依存せず個人がスキルを伸ばしてどのような状況で
も対応できることが求められる時代に移行していま
す。いずれにしても、労使双方が今まで以上に個の力
を試し試され、問われる時代になったことだけは間違
いないようです。

従業員の副業について
〜働き方改革における今日的課題〜
� 特定社会保険労務士　　森　隆幸
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Ⅰ　調査概要
　会員である協同組合等を対象に組合員企業（個人事業主を含む。）の廃業等「自主廃業・倒産（民事再生等を含
む。）」の実態を調査した。（平成14年より実施している。）
　■調査対象期間→平成28年1月1日〜12月31日
　■調査対象組合数→1,115組合　■回答組合数→781組合　■回収率→70.0％

Ⅱ　調査結果
1　廃業等の有無及び本・支部別の件数 〈図1・2〉

　平成28年において廃業等が「ある」と回答した組合は174組合（22.3％）、「ない」と回答した組合は607組合
（77.7％）であった。〈図1〉また、本・支部別の廃業等の件数は、〈図2〉のとおり。

2　廃業等件数の年別推移 〈図3〉
　平成28年の自主廃業は583件となり、リーマンショックがあった20年から9年連続して600件前後の高い数値で
推移している。
　一方、倒産は減少傾向にあり、28年は調査開始以来、最少（21件）となり、ピークの20年（160件）の約8分の1となっ
た。

3　自主廃業件数の業種別件数 〈図4〉
　平成28年の自主廃業（583件）を業種別で見ると前
年同様、「サービス業」の266件が最も多く、次に、「小
売業」が198件と続き、「小売・サービス業」で占める割
合が圧倒的に多く、約8割となっているが、いずれも昨
年を下回った。
　一方、「建設業」「製造業」においては前年よりも増加
した。

4　自主廃業件数の年別推移（業種別） 〈図5〉
　業種別の自主廃業の年別推移は、〈図5〉のとおり。また、各業種の自主廃業及び倒産の件数等の年別推移を次頁の
〈図6〉〜〈図8〉に示した。

〈図1〉廃業等の有無

〈図5〉自主廃業の年別推移（業種別：件数）

※「流通」は小売業、卸売業、運輸業の合計

〈図2〉廃業等の件数（本・支部別）

〈図4〉自主廃業件数の業種別件数
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77.7％
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22.3％

〈図3〉廃業等件数（自主廃業・倒産）の年別推移
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～道内中小企業の廃業等に関する実態調査結果について～
平成29年3月　北海道中小企業団体中央会
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5　廃業等件数の年別推移（業種別） 〈図6～図8〉
（イ）流通・サービス業
　平成28年の自主廃業は509件となり、20年以降高い数値で推移しているが26年からは減少傾向にある。また、倒産
は、13件と過去最少となっており、ピークの平成20年（88件）の6分の1以下となっている。

（ロ）建設業
　平成28年の自主廃業は45件と前年より大幅に増加したが、ピークの16年（97件）に比べ、2分の1以下まで減少し
ている。倒産は3件と過去最少となり、ピークの平成20年（38件）の12分の1以下となっている。

（ハ）製造業
　平成28年の自主廃業は29件で、昨年と比較して増加したが、25年以降20件台で推移している。
　倒産は、5件で26～27年に次ぐ低い数値となっている。

6　自主廃業の要因 〈図9〉（複数回答）
　平成28年の自主廃業の主な要因は、「後継者等人材難」が
80.1％と最も多く、次に、「販売不振・受注減少」34.8％、「先
細り感」22.4％と続き、前年と同順位となっている。
　前年と比較すると、「販売不振・受注減少」、「先細り感」が
減少しているのに対し、「後継者等人材難」、「同業他社との
競争激化」、「金融・資金繰り難」が増加している。

7　倒産の主因 〈図10〉
　平成28年の倒産（21件）における主因は〈図10〉のとおり。
　販売不振や売掛金・不良債権の回収困難などの理由によ
る「不況型倒産」が9割を超える結果となった。
※�不況型倒産は「販売不振・輸出不振・売掛金回収難・不良債権の累
積・業界不振」�
非不況型倒産は「放漫経営」等

〈図6〉流通・サービス業の廃業等（自主廃業・倒産）年別推移

〈図7〉建設業の廃業等（自主廃業・倒産）年別推移

〈図8〉製造業の廃業等（自主廃業・倒産）年別推移

〈図9〉自主廃業の要因

〈図10〉倒産の主因
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組合の成立ち	
　北海道産カラマツは過去の台風による倒木被害からの復旧
や炭鉱の坑道用枕木材料のために植林されたもので、成長が
早く強度があるという特徴の一方で、ねじれやすく割れやす
いという欠点から、輸送用材や梱包材という低価格な用途に
限定され、加えて炭鉱の閉山もあり需要が減少していった。
　そうしたなか、カラマツの欠点を加工技術で克服し、建築用
材料として新たな付加価値を付けようと昭和58年5月に木
材・木製品製造業の7人を発起人として組合員15人により厚
浜木材加工協同組合は設立された。

北海道産カラマツの現状と組合の課題	
　北海道内には43万ヘクタールのカラマツ林が存在するが、そのうち7割を占める30万ヘクタールが樹齢50
年を超えるものであり、伐採適期を迎えている。
　このため、低価格の用途ばかりではなく、付加価値の高い建築用材料への需要拡大をねらい、ログハウスの
材料としての実用化を図り、カラマツログハウスとして設計・施工・販売を組合の共同事業としてスタートし
たが、大手のハウスメーカーのような知名度の高さには届かず、事業は苦戦を強いられた。

課題を克服するために・・・	
　カラマツ材に高度な加工技術を施すことによって道産カラマツの知名度を上げ、地材地消をめざすために
組合を設立し共同事業を進めたが、その成果は思うように実現せず、事業を通じて地材地消を達成するための
大きな課題となった。
　このため、国や大手建設会社が受注した大型公共工事の下請に徹し、さらに乾燥すると曲がりやすく割れや
すいカラマツの欠点を、集成材や木質バイオマスボイラーによる乾燥方法の高度な加工技術を用いて解決し、
受注の拡大を図ろうと事業の方向転換に踏み切った。

下請事業に転換した結果	
　新たな受注拡大を達成するために、大型公共工事の下請事業へ方向転換
をはかった当組合は、カラマツを「ラミナ」という板状にして、そのラミナを
貼り合わせて1本の木材に仕上げる加工技術により「集成材」といわれる強
度の高い建築資材を作り上げることで、最大15メートルの大断面集成材を
製造することが可能となり、これまで鉄骨造などでなければ難しいとされ
ていた大型建築物の受注につなげることができるようになった。

厚浜木材加工協同組合

高度な加工技術により新たな地材  地消

組合加工施設

加工されたカラマツ集成材
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受注した主な実績	
　下請事業に徹することで組合の体質改善を図った結果、道内各地の工事を
受注し実績を積み重ね、道外の工事も受注することに成功した。これはログハ
ウス造りで培われた加工技術が活かされたことが大きく影響しており、この
技術を活かし道東地域の酪農家が使用する大型牛舎の建築や学校校舎、本州
では富士山レストハウスにおける手摺りの改修工事なども手がけている。
　加えて平成22年に公共建築物木材利用促進法が施行されたことで、公共建
築物の木造比率は緩やかに上昇していることから、当組合が目標に掲げた道産カラマツの高付加価値化と資
源の有効活用による地材地消の実現は着実に進んでいる。

新たな事業の展開	
　当組合は、ログハウスの販売や大型工事の受注に加え、これまで長年にわたって蓄積
してきた木造建築の接合方法や設計知識、施工技術を一つにまとめて、今までの下請受
注から提案するKTCシステム（コウヒン・ティンバー・コンストラクション・システ
ム）を開発し、一歩先へ進んだ組合への発展をめざしている。
　さらに、当組合と組合員企業1社、他の協同組合1組合の3者共同申請によって
「SGEC（緑の循環承認会議）」の承認を獲得し、環境に配慮し適正な森林管理を行って
いることをアピールしている。
※ 	SGEC（緑の循環承認会議）…森林が持続可能な方法で適切に管理されていることを、利害関係者

から独立した第三者機関が評価・認証する制度があり、SGECは認証機関の一つである。

組合と道産カラマツの今後の展望	
　道内のカラマツ材のほとんどは、1954年の「洞爺丸台風」による倒木被害からの復旧のために植林されたも
のであり、そのほとんどが伐採適期を迎えているため、樹齢構成に偏りがある。
　地材地消を進め継続的に事業を展開するためには、持続的な森林管理が必要であり当組合は伐採後に放置
されている森林を購入して再植樹を進めている。
　また、2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピックのメイン会場には SGECが認証したカラマ
ツ材を使用することが決まっていることから、組合をはじめ北海道内の林業、製材業のこれからの発展のため
北海道産カラマツ材が採用されることが期待される。

地材  地消をめざす
ホイールローダー

KTCシステムのパンフレット

集成材を使った梁

厚 浜 木 材 加 工 協 同 組 合
所在地　厚岸郡浜中町茶内旭3丁目1番地
理事長　鈴　木　通　夫	 組合員　10人
電　話　0153-65-2321	 F A X　0153-65-2206
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若干の改善あるも　依然低い数値で推移
2月の道内景況　情報連絡員レポート

業界の景況 売上高 収益状況 販売価格 取引条件 資金繰り 雇用人員

全 業 種

製 造 業

食 料 品 → → → → → → →

繊 維 工 業 → → → → → → →

木材・木製品 → → → → → → →
紙・紙加工品 → → → → → → →
印 刷 → → → → → → →
窯業・土石製品 → → → → → → →

鉄 鋼・ 金 属 → → → → → → →

一 般 機 器 → → → → → → →
そ の 他 → → → → → → →

非 製 造 業

卸 売 業 → → → → → → →
小 売 業 → → → → → → →

商 店 街 → → → → → → →
サ ー ビ ス 業 → → → → → → →

建 設 業 → → → → → → →
運 輸 業 → → → → → → →

そ の 他 → → → → → → →

△19.8 △11.6 △19.8 4.7 △1.2 △3.5 △14.0

△24.1 △24.1 △20.7 3.4 △3.4 △10.3 △13.8

△17.5 △5.3 △19.3 5.3 0.0 0.0 △14.0

（凡例） 30以上 10以上〜
30未満

△ 10以上〜
10未満

△ 30超〜
△ 10未満 △ 30以下

天気図の見方　各景況項目について調査月と前年同月を比較して、「増加」（または「好転」）業種割合から「減少」（または「悪
化」）業種割合を差し引いた値（D・I 値）をもとに作成。その基準は上記のとおりである。

※矢印部分は、前年同月を比較して増加又は好転「 →」・不変「→」・悪化又は減少「→ 」を各業界ごとに平均して算出

景況天気図（前年同月比）

0.0

－5.0

－10.0

－15.0

－20.0

－25.0

－30.0

景況 売上高 収益状況

8763 42 12 H29.1 2111095

主要DI 値の推移

　主要 DI 値の推移では、前月に比べ「景
況」、「売上高」、「収益状況」の全てで改善が
見られた。
　しかし、人手不足や原材料高騰などから、
特に「景況」については、製造業でマイナス
24.1、非製造業ではマイナス17.5と、依然
低い数値で推移している。

概 況
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非製造業（建設・運輸業）
・商業施設の改修工事、老人介護施設の改修工事、個人住宅改修工
事があるが、職人がいないため仕事作業が前に進まない状況にあ
る。地域差はあるが、左官やボード、大工といった建築関係すべて
の職人が足りない。したがって仕事はあっても、納期には間に合
わない状況である。

�　消費税の関係で受注量は多かった。同月と比較しても多い。
� （内装工事／全道）
・民間の修繕工事（凍結解氷等）が主体となり、厳しい状況が続いて
いるが、新築住宅が数件出てきており、給水工事が徐々に増加し
てきている。

�　2月に入り、降雪や気温低下の状況下で、除雪・排雪作業や土木工
事（災害復旧工事・補正予算による道路造成工事）が進捗している

状況である。� （管工事／名寄）
・馬鈴薯や玉葱の動きは前月と大差はないが、全体的には減少して
いる。
�　一般カーゴについては先月同様有人車輌による輸送は良くない
が、トレーラ輸送はほぼ前年並みである。
�　域内輸送は前年並みの感で、車両にも若干の余裕が出てきてい
る。� （一般貨物自動車運送／石狩）

・セメント関連・雑貨がやや良かったようだ。燃料輸送は不調であ
る。原油価格が上昇基調で、軽油価格が昨年同期より17％以上高
い。長期化するドライバー不足・避けられない労働時間短縮経費
増大への対策に苦心している。� （一般貨物自動車運送／札幌）

・組合員により売上高の増加・減少が大きく分かれたが、相対的に
減収の企業が多い。米国大統領交代による為替の変動等先行き不
安要素が多く、様子見の企業が多い。� （各種商品／札幌）

・2月の売上げは時計、貴金属などの一部高価格商品、生活・住宅関
連、自動車関連、旅行関連を除き、全般的に低調に推移し特に衣料
品全般が不調であった。前年がうるう年で今年は1日少ないのも
響いた。反面単価が上昇した業種は多くなっているが、全体的な
個人消費回復は不透明であると思われる。プレミアムフライデー
の効果も未知数である。� （各種商品／札幌）
・昨今、魚も種類によって高騰しており、中でも当市場の人気商品
であり、鮮魚店全店で扱っているキングサーモンは大変値上がり
しているため、近々大幅な売価値上げも迫られている。

�　当市場では集客策として昨年度から火曜に買い物客に粗品を出し
ているが、今年2月からは金曜日も追加して週2回実施している。少
しでも入店者数の増加につながればと思う。� （各種商品／小樽）
・2月は雪まつりと冬季アジア大会で海外のお客様が増加してホテ
ルや飲食で売り上げが伸びた。魚は入荷が不安定で価格が上昇し
て利益が厳しくなっている。� （各種食料品／札幌）

・一時原油価格の下落影響を受け、ガソリンなど石油製品価格は安
値傾向で推移した。しかし消費者の節約基調はより進んでいる感
があり、市況を悪化させる要因なども解消されないまま石油製品
の販売量も大幅に落ち込むなど、販売事業者にとって極めて厳し
い状況が続いている。

�　また2月の販売動向を見ると、寒波や降雪などの影響もあって、一部
には灯油が店頭だけでなく配達も多少伸びているとの情報もある。
しかし消費者の節約志向を反映した買い控えもあり、末端石油販売
業者は値上げに踏み切れないなど厳しい状況にある。いずれにして
も、いまだアベノミクス効果を期待する声も多くあるが、石油販売業
界にはその恩恵は届いていない状況である。� （燃料／全道）

・2月は原油の動きが少なく、季節的に寒さの安定時期に入り、価格
変動は少なかった。自動車油は一時値上げしたものの、自然に下
がり、下旬に値戻しした。また春に向かって、元売りは利益確保の
ため例年の如く自動車油を値上げし始めた。
�　本地域は札幌に近く札幌の影響を即日に受ける。冬季シーズンの
見通しがついたため、暖房油はやや下がりはじめた。
� （燃料／岩見沢）
・自動車のエンジン制御や運転アシストのシステム開発、産業機械
向けの制御ソフト開発、金融機関の業務効率化や法律改正へ対応
するシステム変更案件等の受注が増えて、道内のシステム開発を
受託する IT 企業の業績は堅調に伸長して、今年度も増収増益を見
込む企業が多い。
�　しかしながらいま、当組合員の企業経営者に限らず、IT 業界の関
心事は①システム開発に携わる技術者の絶対数不足の解消、②賃
金の上昇に伴う業績確保と働き方改革の推進、③要求される高度
な IT 技術へ対応できる技術者教育の実施、に大別され、いずれも
企業業績を左右する大きな問題・課題となっている。
�　このうち、技術者不足は新卒者も中途採用も首都圏の大手企業や
ITベンダー会社の採用増の影響で、道内の中小 IT企業は希望する
採用者数を確保することが極めて難しい状況である。また、従来
から増加する仕事量を女性や高齢者（ベテラン技術者）の雇用で
対応してきたが、団塊の世代が70代に入り始めたことや女性の絶
対数不足を考えると、今後とも抜本的な人材不足の解消策にはな
らず、出口の見えない頭の痛い問題となっている。
� （ソフトウェア／全道）
・宿泊入込は約31,700人で、昨年度同月600人の減少となった。イ
ンバウンドの入込数が昨年比87％のため、音更町宿泊助成が12
月から開始され、その成果で入込減数が最小限になっている。
� （旅館／音更）

非製造業（卸・小売・商店街・サービス業）

・�1月は大雪や低温の悪天候が続き、客数減少により売上が低下し
たようである。� （飲料／全道）
・�製材及び原木の市況は保合で変わらない。製材、原木とも荷動き
は、順調である。梱包材等の動きは、先月と変わらない。工場の原
木在庫量は回復してきているが、カラマツで製材の動きがあり、
原木不足になる可能性がある。昨年度からトドマツ小径材に不足
感がある。� （一般製材／全道）
・�2月も引き続き受注減で厳しい状況である。� （加工紙／全道）
・�1月の出荷数量は、路盤用では受注済物件の動きにより、生コン用と
もに前年対比増となり、4月よりアスファルト用も組合商流になっ
たため、全体でも売上高とともに前年対比増加した。�（砕石／札幌）
・�2月の生コン出荷量は171千 m3で、前月比は8.6％減、前年同月
比は24.1％増となった。地域別には、前年同月を上回った分会
（協組）は29分会（協組）中、24分会（協組）で前年（増加は9分会

（協組））を上回った。前年同月と比較して、増加したのは道央、日
高、釧路などで、一方で減少したのは小樽地区、北根室などであっ
た。� （生コンクリート／全道）
・�水道資材は前年並み、輸出向けは国外メーカーが安く低調であ
る。自動車は前年並みで、マンホールも前年並みとなっている。特
殊鋳鋼品は回復傾向にある。建機・農機部品は低調である。
�　昨年後半から輸入原材料の価格が上昇している。
� （銑鉄鋳物／全道）
・�金属関連は仕事も増えつつあるが、鉄鋼材料の値上げの動きがあ
り、注視している。印刷関連も用紙値上げの動きがあるが、材料の
値上げ分をちゃんと転嫁できるかどうかが問題である。
� （金属工作機械／札幌）
・�人手不足が顕著である。現場の工程遅れが目立つ。資材の調達は
ほぼ順調である。� （畳／函館）

製造業
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支部だより

中心市街地活性化フォーラム開催
　2月22日、函館市中心市街地活性化協議会の主催
による中心市街地活性化フォーラムが、約130名の
参加者を集め開催されました。
　現在、函館市の中心市街地（函館駅前、大門地区や
本町・五稜郭・梁川地区）は、郊外に駐車場設備などを
充実させた大型商業施設が進出した影響で、買い物
客や商店が減り、空
洞化が課題となっ
ています。
　フォーラムでは、
「訴求する都市：ポ
ストはこだて」を
テーマに、公立はこ
だて未来大学教授
柳 英克氏が講演し、

函館の資源である「海」の価値
を発信する仕組み作りが重要
と指摘しました。
　続いて登壇した北海道商店街振興組合連合会指導
部次長の堀井宏行氏は、商店街組織単独での活動に
は限界があるとして、地域の学生、企業と連携した事
例を挙げ、新たな展開を模索し続けてほしいと述べ
ました。
　地元関係者の意
欲的な取組により、
中心市街地の観光・
商業の魅力が向上
し、函館がより活性
化されることに期
待が寄せられてい
ます。

「第36回　豆まつり」開催
　3月5日、帯広市のとかちプラザにおいて豆の国十
勝協同組合（梶原雅仁理事長、組合員24人）も協賛
し、「第36回豆まつり（豆まつり実行委員会主催、帯
広市・商工会議所共催）」が開催されました。
　このイベントは、豆の生産量日本一の「豆王国・十勝」
から、地産地消及び消費拡大を図ることを目的とし、毎
年この時期に開催されています。会場では、豆の重さを
当てる「豆リンピック」のほか、目玉として、とら豆や小
豆など十勝産豆の格安販売が行われ、開場前から長蛇
の列ができ、商品は
即完売となるほどの
大盛況でした。

帯広商店街まちな
かランチ MAP を
制作
　帯広市商店街振

興組合連合会（夷石行夫理事
長、組合員8人）は、帯広市中心
部の昼間の賑わいづくりと中
心部活性化のために、帯広商工
会議所と共同で「まちなかラン
チMAP」を制作しました。
　このMAP は、市内中心部で
ランチを提供している店をメ
インにエリア毎に掲載されて
おり、手頃な値段と味に定評の
ある店ばかりです。皆様、帯広
にお越しの際は、是非活用して
みてください。
　詳細は下記のホームページ
（TON× TON）でもご覧いた
だけます。
http://www.tonxton.
com/?defaultBaseId=1

道南支部（函館市） 所管／渡島総合振興局・檜山振興局管内
駐在職員／金沢事務所長・若狹主事

十勝支部（帯広市） 所管／十勝総合振興局管内
駐在職員／田口事務所長・鎌田主事

大好評だった十勝産豆の格安販売

堀井宏行氏による講演柳英克氏による講演

まちなかランチMAP
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インスタグラムを使って街情報を発信！！
　近年は SNS をはじめ、様々な情報発信ツールが
出現していますが、網走中央商店街振興組合（田中雄
一理事長、組合員45名）では、かねてより活用してい
たフェイスブックページに加え、新たな情報発信
ツールとして、商店街のインスタグラムページのア
カウントを立ち上げました。
　インスタグラムとは、写真を撮影、加工、共有でき
るSNSとしての機能を備えたスマートフォン向けア
プリで、スマートフォンさえあれば写真を撮影し、そ
の場からタイムリーな情報発信ができるものです。
　今後、組合員が商店街や個店のお買い得情報に加
え、地元の方しか知らない高台から見下ろした街並
みやおすすめのグルメ、商店街で話題になっている
人などを投稿することで、網走の街や人の魅力をリ
アルタイムに提供することで、地域の活性化や来街
者の増加につなげることが期待できます。

　1月26日には中央会事業を活
用して、SNSの専門家を招いて
勉強会を開催し、SNSの基礎知
識やインスタグラムの操作方法などを学びました。
　組合員からは、「リアルタイムに街情報が発信でき
る貴重なツール。文章よりも
写真がメインのため、自分た
ちも簡単に楽しく情報発信が
できるので、これからどんど
ん活用し、地元の活性化につ
なげていきたい」との声が聞
かれました。
　インスタグラムユーザーの
方は、是非組合から発信される
情報をのぞいてみてください！
同組合のアカウント名：
apt4abamachi

卓越した技能の持ち主として表彰されました。
　2月17日、小樽市内において卓越した技能を有す
るとともに、他の模範となる技能者を表彰する小樽
市優良技能者表彰式が行われました。
　この表彰は、小樽市における中小企業の振興を目
的として昭和50年度から毎年実施されており、市内
の中小企業等に勤務する成績が優秀で卓越した技能
を有し、技能水準の向上に努めている人たちが選ば
れています。
　後志支部の会員組合からは、小樽地方電気工事協
同組合（株式会社加藤電機商会　吉田政行氏）、小樽
板金工業協同組合（猪田板金加工所　末松淳一氏）、
小樽市管工事業協同組合（山吹商工株式会社　藤井
憲康氏）所属員企業の3名の方が表彰を受けました。
　表彰式では、市幹部や技能士会などの関係者が見
守る中、1人1人の功績などが紹介された後、森井市
長から表彰状が手渡されました。受賞者は、この表彰

を大きな節目として、今後も
いっそうの技術向上を通じて
小樽市へ貢献していきたいと
語っていました。
　今年度は他に、土木建築業や美容業、酒造業などに
従事する13名の方が受賞しており、小樽市を代表す
る技能者として更なる活躍が期待されています。
　ご受賞、誠におめでとうございます。

後志支部（小樽市） 所管／後志総合振興局管内
担当／連携支援部　佐々木主任

網走支部（網走市） 所管／オホーツク総合振興局管内
駐在職員／津川事務所長・増田主事

同組合の
インスタグラムページ

表彰式での記念撮影
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本制度は、法律に基づき独立行政法人
中小企業基盤整備機構が運営しています。

（独）中小企業基盤整備機構
共済相談室

TEL 050-5541-7171

● 月額5,000円～200,000円（5,000円単位）の範囲内で自由に選択できます。
● 掛金は全額「損金（法人）」または「必要経費（個人事業）」に算入できます。

無理のない掛金、税制面での大きなメリット！ポイント ❷

● 取引先事業者が倒産して売掛金債権等が回収困難となった時に貸付けが受けられます。
● 取引先との商取引の事実確認だけで、迅速に貸付けが受けられます。

中小企業で、引き続き1年以上事業を行っている方が加入できます。ポイント ❶

● 掛金総額10倍の範囲内で、回収困難となった売掛金債権等の額
● 貸付条件は「無担保・無保証人」「無利子」

最高8,000万円まで貸付けが受けられます。ポイント ❸

※ただし、貸付けを受けた場合、貸付額の10分の1の額が、積立てた
　掛金から控除されます。

● それ以降掛金を掛けなくても、共済金の貸付けは受けられますので安心です。
● 解約しても共済金の貸付けを受けていなければ積立てた掛金の全額が戻ります。

40ヶ月以上掛けていれば、ポイント ❹

経営セーフティ共済制度経営セーフティ共済制度全国加入者
約      万人の
 実   績！
3030

小規模企業共済制度小規模企業共済制度

● 事業資金等の貸付制度が利用できます（担保・保証人不要）。
● 地震・台風、火災等の災害時にも貸付けが受けられます。

事業資金の貸付け・災害時のサポートもあります！ポイント ❸

● 掛金は毎月1,000円～70,000円（500円単位）の範囲内で
自由に選択できます。

● 掛金は全額所得控除、受取りは「退職所得扱い」（一括受取）または
「公的年金等の雑所得扱い」（分割受取）となります。

無理のない掛金、税制面での大きなメリット！ポイント ❷

常時使用する従業員が20名以下
（商業・サービス業では5名以下）の個人事業主、
個人事業主の共同経営者（2名まで）
及び会社の役員の方が加入できます。

ポイント ❶



北海道中小企業団体中央会

札幌支店 札幌市中央区北2条西3-1-20  TEL 011-241-7231

函館支店 函館市若松町3-6  TEL 0138-23-5621

帯広支店 帯広市西三条南6-20-1  TEL 0155-23-3185

旭川支店 旭川市五条通9-1703-81  TEL 0166-26-2181

釧路営業所 釧路市大町1-1-1  TEL 0154-42-0671

〒060-0001　北海道札幌市中央区北1条西7丁目 プレスト1・7 3階
TEL 011-231-1919　FAX 011-271-1109

ホームページアドレス　http://www.h-chuokai.or.jp
発行日／平成29年4月1日（毎月1日発行）

＊ この機関誌は、誰もが読みやすい
ユニバーサルデザインフォントと
環境にやさしい植物油インキと再
生紙を使用しています。

表紙写真提供：標津サーモン科学館


